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指定介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム 元気の家 重要事項説明書 

 

 

１、当施設が提供するサービスについての相談窓口 

電話（０８６）４６２－６２１１（８：３０～１７：３０まで） 

担当  介護支援専門員  浅井 知世 

※ご不明な点は、何でもおたずねください。 

 

２、特別養護老人ホーム元気の家の概要 

（１）施設の名称・所在地等 

事業所番号 岡山県指定 ３３７０２０３３４５号 

事業所名  特別養護老人ホーム 元気の家 

所 在 地 岡山県倉敷市徳芳５０１－１ 

 

 

（２）施設の職員体制 

     １ 施設長             １名 

     ２ 生活相談員        １名 

        ３ 管理栄養士        １名 

        ４ 機能訓練指導員      １名 

        ５ 介護支援専門員      １名 

       ６ 医師（非常勤）      １名 

     ７ 事務職員         １名 

      ８ 介護職員         ３０名以上（常勤換算以上） 

     ９ 看護職員          ３名以上（常勤換算以上） 

 

 

（３）施設の設備等の概要 

定 員 
８０名 

医務室 １ 

居室（個室） ８０室 相談室 １ 

浴 室 一般浴槽、リフト浴、ストレッチャー浴 

共同生活室（リビング） ８ヶ所（１０名につき１室） 

レクリエーションルーム ５ヶ所    
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３、サービス内容 

Ⅰ 介護保険給付対象サービス 

（１）施設サービス計画の作成 

施設に常勤の計画担当介護支援専門員が、要介護者ごとに作成する施設サービス計

画にもとづき提供されます。 

① 入居者について、解決すべき課題を把握し、入居者の意向を踏まえたうえで、介護

福祉施設サービスの目標およびその達成時期、サービス内容、サービスを提供する

うえでの留意点を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。 

② 施設サービス計画の作成および変更に際してはその内容を入居者に説明します。  

（２）入浴 

週に最低２回入浴できます。ただし、身体の状況に応じ、特別浴または清拭となる場

合があります。 

（３）介護 

施設サービス計画に沿って下記の介護を行います。 

食事・着替え・排泄・おむつ交換・体位変換・施設内移動の付添い等の介助。 

（４）生活相談 

生活相談員に生活に関する相談ができます。 

（５）健康管理 

当施設では、毎週月、木曜日に嘱託医の診察を受けることができます。また病気等に

より必要な方は血液検査を行っています。 

医療を必要とする場合は、入居者の希望により、下記の協力医療機関において診療を

受けることができます。 

① 嘱託医 

医療機関の名称   ほりぐち医院 

所在地       岡山市南区東畦８０－９ 

診療科       内科・消化器科・循環器科・呼吸器科・放射線科 

    

② 協力医療機関 

      医療機関の名称  独立行政法人 国立病院機構 南岡山医療センター 

      所在地      都窪郡早島町大字早島４０６６ 

 

医療機関の名称  川崎医科大学附属病院 

所在地      倉敷市松島５７７ 

 

医療機関の名称  医療法人 和香会 倉敷スイートホスピタル 

所在地      倉敷市中庄 3542-1 
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医療機関の名称  倉敷しげい病院 

所在地      倉敷市幸町２－３０ 

 

医療機関の名称  岡皮膚科 

 所在地      倉敷市下庄 441-1 

 

③  協力歯科医療機関 

医療機関の名称  こみやま歯科 

所在地      倉敷市中庄１５９９ 

 

 

 

Ⅱ 介護保険給付対象外のサービス 

（１）食事 

当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに入居者の身体状況および

嗜好を考慮した食事を提供します。 

食事の材料費及び調理費にかかる費用は全額がご契約者の負担になります。 

但し、介護保険負担限度額認定書の発行を受けている方につきましては、その認定証

に記載された食費の金額（１日当たり）のご負担になります。 

（配膳・食事時間） 

朝食  ８：００ ～ ９：００ 

昼食  １２：００～１３：００ 

夕食  １７：００～１８：００ 

（２）特別な食事 

入居者のご希望に基づいて特別に用意する食事・外食等にかかった費用は実費をい

ただきます。 

（３）居住費 

   この施設及び設備を利用し、滞在されるにあたり、光熱水費相当額及び室料（建物 

設備等の減価償却費等）を、ご負担していただきます。 

但し、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方については、その認定証に 

記載された居住費の金額（１日当たり）のご負担となります。 

※ 外出・外泊・入院等で居室を空けておく場合には、第１～３段階の方は、６日ま

では負担限度額認定の適用が受けられますが、７日目からは別途料金が発生し

ます。 

（４）理美容サービス 

当施設では、理美容サービスを実施しております。 

料金は別途かかります。 
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（５）所持品保管 

原則、入居者または代理人において管理していただきますが、やむを得ない事情等 

により、ご希望があればご相談させていただきます。 

   入所時に「入所時物品預かり証」を発行し、管理させていただきます。 

４、利用料金 

Ⅰ 介護給付によるサービス料金 

（１）施設利用料（１日分） 

要介護度 介護保険１割負担 介護保険２割負担 介護保険３割負担 

要介護１ ６７０円 １３４０円 ２０１０円 

要介護２ ７４０円 １４８０円 ２２２０円 

要介護３ ８１５円 １６３０円 ２４４５円 

要介護４ ８８６円 １７７２円 ２６５８円 

要介護５ ９５５円 １９１０円 ２８６５円 

 

（２）個別機能訓練加算Ⅰ 

機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し、機能訓練

指導員、看護職員、介護職員、相談員等が共同し個別機能訓練計画を作成し、計画的

に機能訓練を行った場合。 

一日につき   １割：１２円・２割：２４円・３割：３６円（介護保険負担分） 

 

（３）個別機能訓練加算Ⅱ 

   訓練計画の内容などの情報を厚生労働省に提出し、適切かつ有効な訓練実施のため    

   に必要な情報を収集した場合。 

   １ヶ月につき  １割：２０円・２割：４０円・３割：６０円（介護保険負担分） 

 

（４）夜勤職員配置加算（Ⅳ） 

   夜勤時間帯全体における手厚い職員配置を実施している場合。 

一日につき   １割：２１円・２割：４２円・３割：６３円（介護保険負担分） 

 

（５）日常生活継続支援加算 

算定月の属する月の前６ヶ月間又は前１２ヶ月間における新規入居者の総数うち、要

介護４又は５の割合が７０％以上、同期間の新規入所者の総数のうち、日常生活に支

障を来たすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知

症である者の占める割合が６５％以上、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条

各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が１５％以上、のいずれかを満たして

おり、且つ、介護福祉士の数が入所者数に対して６：１以上である場合。 

一日につき   １割：４６円・２割：９２円・３割：１３８円（介護保険負担分） 
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（６）看護体制加算 

   （Ⅰ）常勤の看護職員を 1名以上配置している場合。 

一日につき １割：４円・２割：８円・３割：１２円（介護保険負担分）  

   （Ⅱ）看護職員が入居者の数が２５またはその端数を増すごとに 1 以上であり、か

つ、基準の看護職員数に 1を加えた数以上である場合。  

一日につき １割：８円・２割：１６円・３割：２４円（介護保険負担分） 

 

（７）栄養マネジメント強化加算 

   入居者ごとに栄養ケア計画を作成し、計画に従い栄養管理を行っている場合。 

   一日につき   １割：１１円・２割：２２円・３割：３３円（介護保険負担分） 

 

（８）初期加算 

   入居者が新規に入居した場合。あるいは１ヶ月以上の入院後、再び入所した場合の最

初の３０日間。  

一日につき   １割：３０円・２割：６０円・３割：９０円（介護保険負担分） 

 

（９）入院・外泊時費用 

   入居者が入院及び外泊の場合。※６日が限度。月をまたがる場合は１２日まで。            

 一日につき  １割：２４６円・２割：４９２円・３割：７３８円（介護保険負担分） 

 

（10）経口移行加算 

   経管により食事を摂取する入居者が、経口摂取を進めるために、医師の指示に基づく

栄養管理を行う場合。（１８０日を限度） 

   一日につき   １割：２８円・２割：５６円・３割・８４円（介護保険負担分） 

 

（11）経口維持加算 

   摂食機能障害（認知症に起因するものも含む）があり、検査の結果、誤嚥が認められ、

医師の指示により経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行う場合。 

   （Ⅰ）月１回以上、多職種が共同して食事の観察及び会議等を行い、経口維持計画を

作成した場合。   

一ヶ月につき １割：４００円・２割：８００円・３割：１２００円（介護保

険負担分）                                                                                                                                                                                           

   （Ⅱ）（Ⅰ）に加え、協力歯科医療機関を定め、医師、歯科医師、歯科衛生士又は言

語聴覚士のいずれか１名以上が食事の観察及び会議に加わった場合。             

一ヶ月につき １割：１００円・２割：２００円・３割：３００円（介護保険

負担分） 
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（12）口腔衛生管理加算Ⅱ 

   歯科医師や歯科衛生士が口腔ケア等を月２回以上行い、かつ、口腔衛生について介護 

   職員に対し助言及び指導を行った場合。 

   一ヶ月につき １割：１１０円・２割：２２０円・３割：３３０円（介護保険負担分） 

 

（13）退所時相談援助加算  

   （Ⅰ）退所前訪問相談援助加算 

１割：４６０円・２割：９２０円・３割：１３８０円（介護保険負担分） 

退所に先立って相談援助、連絡調整、情報提供等をした場合。（１回が限度） 

（Ⅱ）退所後訪問相談援助加算   

１割：４６０円・２割：９２０円・３割：１３８０円（介護保険負担分） 

退所後３０日以内に居宅あるいは社会福祉施設を訪問し、相談援助、連絡調整、

情報提供等をした場合。（１回が限度） 

 

（14）療養食加算 

   医師の指示に基づく療養食を提供した場合。 

   一回につき    １割：６円・２割：１２円・３割：１８円（介護保険負担分） 

 

（15）看取り介護加算 

   施設において看取り介護を行った場合。 

   死亡日以前３１日以上４５日以下 

   一日につき  １割：７２円・２割：１４４円・３割：２１６円（介護保険負担分） 

   死亡日以前４日以上３０日以下   

一日につき  １割：１４４円・２割：２８８円・３割：４３２円（介護保険負担分） 

   死亡日の前日及び前々日      

一日につき  １割：６８０円・２割：１３６０円・３割：２０４０円（介護保険負

担分） 

   死亡日              

一日につき  １割：１２８０円・２割：２５６０円・３割：３８４０円（介護保険

負担分） 

   ※退所した日の翌日から死亡日までの間は対象外。  

 

（16）科学的介護推進加算Ⅱ 

  栄養状態、口腔機能、心身の状況に加えて、疾病の状況等を厚生労働省に提出し、 

  必要に応じて計画の見直しを行っている場合。 

   一ヶ月につき  １割：５０円・２割：１００円・３割：１５０円（介護保険負担分） 
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(17) 自立支援促進体制加算 

  医師が自立支援に係る医学的評価を行い、定期的に見直しを行うとともに、その結果 

  等を厚生労働省に提出し、より有効な情報を収集した場合。また、医師を含めた多職 

  種共同で計画書策定を行い、定期的に見直した場合。 

  一ヵ月につき   １割：２８０円・２割：５６０円・３割：８４０円 

 

（18）協力医療機関連携加算 

  協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所者等の現病歴等の情報

共有を行う会議を定期的に開催している場合。 

  ①入所者の病状が急変した場合等において、医師または看護職員が相談対応を行う体

制を常時確保している。 

  ②診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保している。 

  ③入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師または協力医療機関

その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原

則として受け入れる体制を確保している。 

  一ヵ月につき   １割：１００円・２割：２００円・３割：３００円（令和６年度）

１割：５０円・２割：１００円・３割：１５０円 

（令和７年度以降） 

 

（19）高齢者施設等感染対策向上加算 

（Ⅰ）新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保できている状態であり、かつ

感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応している場合。また感染

対策に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に一

年に一回以上参加している場合。 

一ヵ月につき   １割：１０円・２割：２０円・３割：３０円 

（Ⅱ）感染対策に係る届出を行った医療機関から、三年に一回以上、施設内で感染

者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けている場合。 

一ヵ月につき   １割：５円・２割：１０円・３割：１５円 

 

（20）介護職員処遇改善加算 

厚生労働大臣が定める基準に従い介護職員の賃金の改善等を実施している場合。 

一ヶ月につき 上記（１）から（19）までの金額に１４％を乗じた額（介護保険 

負担分） 
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Ⅱ 介護保険の給付対象とならないサービスの料金 

（１）１日あたりの食事の提供に要する費用（食材料費及び調理費） 

 通常 

(第４段階) 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第１段階 第２段階 第３段階① 第 3段階② 

食費（１日分） １,４４５円 ３００円 ３９０円 ６５０円 １,３６０円 

 

（２）１日あたりの居住費（光熱水費及び室料（建物設備等の減価償却費等）） 

 通常 

(第４段階) 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第１段階 第２段階 第３段階①② 

居住費（１日分） ３,２９０円 ８８０円 ８８０円 １,３７０円 

 

※ 外出・外泊・入院等で居室を空けておく場合。 

第４段階以上の方  ３,２９０円 

     第１～３段階の方  ６日目までは上記表の料金 

７日目からは２,０６６円 

但し、空室をショートステイで利用させていただく場合は、その期間については、

居住費は発生しません。 

※ 契約終了後から、退所届を提出のうえ、実際に居室を引渡しいただく日までの間

は、通常料金となりますので、あらかじめご了承ください。 

 

（３）その他の料金 

①理美容費    散髪代       ２，０００円 

           顔剃り       １，０００円 

           毛染め       ４，５００円 

           カット＋毛染め   ６，５００円 

           ベッド上での散髪  ２，７００円 

②所持品保管  その都度実費ご負担いただきます。 

 

５、支払い方法 

月末締めの翌月１５日までに請求額を通知し、金融機関口座から２７日に自動引き落 

とさせていただきます。 

※金融機関の指定はありません。 

 

６、入退所の手続き 

（１）契約の更新 

入居が決定した場合、契約を締結しますが、契約の有効期間は要介護認定の間と同じ

です。ただし、入居要件が満たされていれば、自動的に更新します。 
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（２）契約の自動終了 

以下の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。 

② 他の介護保険施設や認知症対応型共同生活介護施設等へ入所した場合 

③ 介護保険認定区分が、非該当（自立）、要支援、要介護１，２となった場合 

   ※要介護１,２については特例入所の対象となります。 

④ 入居者の死亡又は被保険者資格を喪失した場合 

⑤ その他 

・入居者が、サービス利用料金の支払いを３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告

したにもかかわらず７日以内にお支払いいただけない場合、または入居者が当施設

や当施設の従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、退

所していただく場合がございます。この場合、契約終了１４日前までに文書で通知い

たします。 

・入居者が病院または診療所に入院し、明らかに３ヶ月以内に退院できる見込みがな

い場合または入院後３ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合、契

約を終了させていただく場合がございます。なお、この場合、退院後に再度入所を希

望される場合は、お申し出ください。 

・やむを得ない事情により、当施設を閉鎖または縮小する場合、契約を終了し、退所

していただく場合がございます。この場合、契約終了７日前までに文書で通知いたし

ます。 

・退所時点において、未払いサービス利用料がある場合、直ちに未払いサービス利用

料をお支払いいただかなければなりません。万が一、未払いサービス利用料のお支払

いをいただけない場合には、弁護士と協議のうえ、法的手続きをとることがあります。 

 

（３）退所にあたっての留意事項 

退所にあたっては、退所届に署名のうえ、居室のお荷物をすべて引き取っていただく 

   必要があります。これらの手続きがすべて完了するまでの間は、居住費（通常料金） 

   が発生いたしますので、ご留意ください。 

 

７、当施設のサービスの特徴等 

（１）運営の方針 

当施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念

頭において、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与そ

の他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、

入居者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするこ

とを目指します。 
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（２）施設利用の留意事項 

当施設のご利用に当たって、施設に入居されている入居者の共同生活の場としての

快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守りください。 

①入居に当たり、以下のものは原則として持ち込むことができません。 

・ペット、居室に入りきらない私物等。 

②面会 

           面会時間は基本的には時間は自由ですが、9：00～18：00 以外は事務所不在等で

玄関を施錠している場合がありますので、事前にご連絡下さい。 

※来訪者は、必ずその都度面会簿に記入してください。 

③外出・外泊 

外出・外泊される場合は、事前にお申し出ください。 

④食事 

食事が不要な場合は、その都度お申し出ください。 

⑤備えている設備 

・居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してください。 

・故意又は重過失で、施設、設備を壊したり、汚したりした場合は、入居者自己負

担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただきます。 

・入居者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認めら

れる場合には、入居者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるもの

とします。 

・入居者に提供している居室について、当施設が必要と判断した時には、別の居室

に変更させていただくことがあります。 

⑥喫煙及び飲酒 

・当施設内（居室を含め）は、禁煙（安全管理上、健康管理上において）といたし

ます。 

・酒類に関しては心身の状況に応じて制限させていただくことがあります。 

⑦宗教活動 

当施設の職員や他の入居者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、  

営利活動を行うことはできません。 

⑧貴重品 

原則として貴重品は施設に持ち込まないでください。居室等にて、入居者自ら管理

された場合、盗難・紛失発生の際には、当施設は責任を負うことが出来ませんので、

ご理解の上、ご了承下さい。 

⑨飲食物 

個人的な飲食物の持ち込みにつきましては、必ず職員にお知らせ下さい。職員が把

握出来ず、入居者自ら管理された場合、衛生上並びに健康上の管理が行き届きませ

んので、ご理解の上、ご了承下さい。 
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８、事故発生時の対応 

（１）施設は、入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には速やかに入居

者の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

（２）当施設は、事故が発生した場合はその原因を解明し再発を防ぐための対策を講じます。 

（３）当施設は、入居者に対するサービス提供により発生した事故等により入居者の生命、

身体、財産等に損害が生じた場合は、速やかにその損害を賠償します。ただし、当施

設の故意又は過失によらない場合は、この限りではありません。 

 

９、緊急時の対応方法 

入居者の容態に変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、

ご家族等へ速やかに連絡します。 

※ 入居者の状態によっては、医師より延命の判断を求められる場合があります。 

そのとき、もし以下の連絡先につながらなかったときは、事前に書面での取り決め

がない限り、施設側から延命の申し出をすることはないので予めご理解ください。 

緊急連絡先 

氏名  

住所  

電話番号  

続柄  

 

緊急連絡先 

氏名  

住所  

電話番号  

続柄  
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１０、虐待の防止 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会を設置しています。 

（２）虐待防止のための指針を整備しています。 

（３）虐待防止に向けて職員研修を年に 2回以上実施しています。 

（４）前項１～３の項目に関して適切に実施できるよう担当者を選任しています。 

 

 

１１、身体拘束の防止 

（１）身体拘束防止のための対策を検討する委員会を設置しています。 

（２）身体拘束防止のための指針を整備しています。 

（３）身体拘束防止に向けて職員研修を年に 2回以上実施しています。 

（４）前項１～３の項目に関して適切に実施できるよう担当者を選任しています。 

 

 

１２、責任者のサービス内容に関する相談・苦情 

（１）入居者は当施設より提供されたサービスに関して苦情があるときは、当施設、市町村

または国民健康保険団体連合会、岡山県運営適正化委員会に対して、いつでも苦情を

申し立てることができます。 

（２）当施設は、入居者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置しています。提供したサ

ービスについて入居者から苦情の申し立てがあった場合は、苦情担当責任者を中心

に迅速かつ誠実に対応します。また、当施設は、入居者が苦情を申し立てたことを理

由としていかなる不利益な扱いもいたしません。 

（３）当施設は、苦情の申し立てがあった場合は、次の手順によりその解決を図ります。   

①入居者や従業者からの事情聴取等により、事実関係を把握します。 

②苦情に係る問題点を把握し、対応策を検討し、必要な改善を行います。 

   ③入居者に対し、調査結果や講じた措置の内容を、納得が得られるよう説明します。

なお、必要に応じて概要を記した文書を添えることとします。 

（４）当施設は、苦情の処理に際しては必要に応じて市町村または岡山県国民健康保険団体

連合会、岡山県運営適正化委員会へその概要について報告し適切な対応に指示を仰

ぎます。 

（５）当施設入居者相談・苦情担当 

     苦情担当責任者  副施設長     岡田 正子 

     苦情担当窓口   介護支援専門員  浅井 知世 

     受付時間 各日 ８：３０～１７：３０ 

    ※苦情受付ボックスを１階事務所カウンターに設置しています。 
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（６）その他 

    当施設以外に、市町村等の相談・苦情窓口等でも受け付けています。 

    倉敷市役所 介護保険担当課 

所在地    倉敷市西中新田６４０ 

電話番号      ０８６－４２６―３３４３    

ＦＡＸ番号   ０８６－４２１―４４１７ 

受付時間    ８：３０ ～ １７：１５ 

 

 

 

    岡山県国民健康保険団体連合会 

     所在地    岡山市北区桑田町１７－５ 

     電話番号    ０８６－２２３－８８１１ 

ＦＡＸ番号   ０８６－２２３－９１０９ 

     受付時間    ８：３０ ～ １７：１５ 

 

 岡山県運営適正化委員会 

所在地      岡山市北区南方２丁目１３－１ 

電話番号    ０８６－２２６－９４００ 

ＦＡＸ番号   ０８６－２２６－９４００  

受付時間    ８：３０ ～ １７：１５ 
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１３、当施設の概要 

法人名   社会福祉法人 四ツ葉会 

所在地   倉敷市徳芳５０４番地 

電話番号  ０８６－４６２－６２０３ 

代表者氏名 理事長 山中 慎太郎 

設立年月日 昭和４７年７月２８日 

 

 

令和   年   月   日 

 

介護老人福祉施設入所にあたり、入居者に対して契約書および本書面に基づいて重要な

事項を説明しました。 

 

 

事業者（事業所番号３３７０２０３３４５号） 

所在地  岡山県倉敷市徳芳５０１－１番地 

名称   特別養護老人ホーム 元気の家 

           

 

説明者   

 

 

私は、契約書および本書面により、事業者から介護老人福祉施設についての重要事項の説明

を受け同意いたしました。 

 

入居者 

（住  所） 

 

（氏  名）                    ㊞  

 

 代理人  

（住  所） 

 

（氏  名）                    ㊞ 

 

（続  柄） 
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個人情報提供同意書 

 

 

施設長 

山 中  慎 太 郎  殿 

 

 

 

サービス事業所 

特別養護老人ホーム 元気の家 御中 

 

 

貴殿及び事業所がサービスを実施していく上で、以下のような用途において、

必要な範囲で、入居者及びご家族に関する個人情報を用いることに同意します。 

 

・ サービス担当者会議 

・ 病院受診時 

・ 他事業所との連携時 

・ 公共機関への情報提供 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

入居者              ㊞  

 

 

                 代理人              ㊞ 

 

(続 柄) 

 

 

ご家族              ㊞ 
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社会福祉法人による利用者負担軽減制度について 

 

   市民税非課税世帯であり、以下の全てに該当する場合で、「社会福祉法人等による

利用者負担減免確認証」の申請をし、交付されている人は利用者負担額の１／４の

金額が減免されます。 

① 年間収入が単身世帯で１５０万円、世帯員が１人増えるごとに５０万円を加算し

た額以下であること。 

② 預貯金等の額が単身世帯で３５０万円、世帯員が１人増えるごとに５０万を加算

した額以下であること。 

③ 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活の為に必要な資産以外に利用

し得る資産を所有していないこと。 

④ 負担能力ある親族等に扶養されていないこと。 

⑤ 介護保険料を滞納していないこと。 

 

申請に必要なもの 

・ 介護保険利用者負担額減額・免除等認定申請書 

・ 申立書 

・ 世帯の収入が分かる証拠書類 

（減額申請を希望される方は、介護保険課もしくは当施設に提出） 

 

 


